
 

合同会社 NRE-46インベストメント「（仮称）真庭太陽光発電事
業 計画段階環境配慮書」に対する意見について 

 
令和２年１１月１２日 
経 済 産 業 省 
商務情報政策局 
産業保安グループ 

 

本日、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第３条の６の規定に基づき、

「（仮称）真庭太陽光発電事業 計画段階環境配慮書」について、合同会社 NRE-46 イ

ンベストメントに対し、別紙のとおり、環境の保全の見地からの意見を述べた。 

 

 

（参考）当該地点の概要 

１．計画概要 

   場    所：岡山県真庭市 

   原動力の種類：太陽電池 

   出    力：約６．９万キロワット 

 

２．これまでの環境影響評価に係る手続 

  ＜計画段階環境配慮書＞ 

計 画 段 階 環 境 配 慮 書 受 理 令和２年 ８月２４日 

環 境 大 臣 意 見 受 理 令和２年１１月 ６日 

経 済 産 業 大 臣 意 見 発 出 令和２年１１月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：電力安全課 沼田、小島 

電話：０３－３５０１－１７４２（直通） 



 

（別紙） 

合同会社 NRE-46インベストメント「（仮称）真庭太陽光発電事業  

計画段階環境配慮書」に対する意見 

 

１．総論 

（１）対象事業実施区域等の設定 

対象事業実施区域の設定及び太陽電池発電設備等の構造・配置又は位置・規模（以

下「配置等」という。）の検討に当たっては、現地調査を含めた必要な情報の収集・把

握を適切に行い、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させ

ること。 

 

（２）関係機関等との連携及び地域住民等への説明 

本事業計画の今後の検討に当たっては、関係機関等と調整を十分に行い、方法書以

降の環境影響評価手続を実施すること。また、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を

行うこと。 

 

（３）環境保全措置の検討 

環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償

措置を優先的に検討することがないようにすること。 

 

２．各論 

（１）土地の安定性及び水環境への影響 

本事業の実施に当たっては、樹木の伐採や切土・盛土を含む土地造成が想定され、

傾斜の大きい自然斜面に太陽電池発電設備等を設置する場合や土地造成の工法等によっ

ては、土地の安定性及び水環境への影響が懸念される。 

このため、対象事業実施区域の設定及び太陽電池発電設備等の配置等の検討に当た

っては、急傾斜地及び樹林地の改変を可能な限り抑制した計画とするとともに、専門家

等からの助言を踏まえた、調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、土地の安定

性が確保される勾配の決定や工法の選択、適切な排水計画の採用等の環境保全措置を講

ずることにより、土地の安定性及び水環境への影響を回避又は極力低減すること。 

 

（２）反射光に係る影響 

現在、ゴルフ場として利用されている土地を中心に設定している事業実施想定区域

の周辺には、複数の住居が存在しており、太陽電池からの反射光による生活環境への影

響が懸念される。このため、太陽電池発電設備の配置等の検討に当たっては、住居への

影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、太陽電池発電設備

の周囲に樹木を残置すること等により、反射光による生活環境への影響を回避又は極力

低減すること。 



 

 

（３）廃棄物等について 

本事業は、大規模な太陽電池発電設備の設置が計画されている。このため、太陽電

池発電設備の処分等に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法

律第 137 号）等の関係法令や「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイド

ライン（第二版）（平成 30年 12月環境省）」等を確認し、太陽電池発電設備中の有害物

質の含有状況を把握した上で、適切な保守点検及び維持管理や可能な限りリユースを行

うことにより、廃棄物の発生抑制に努めるとともに、やむを得ず廃棄物となるものにつ

いては可能な限りリサイクルするなど、適正な処理を行う計画とすること。 

 

 

本事業計画の更なる検討に当たっては、以上の措置を適切に講ずるとともに、それ

らの検討の経緯及び内容については、方法書以降の図書に適切に記載すること。 

 

 


